
四万十市農業委員会委員募集要項 

  

令和６年４月９日に任期満了を迎える四万十市農業委員について、以下のとおり募集しま

す。 

 

１ 募集人数  19人（市内全域） 

 

２ 任  期  令和６年４月 10日から令和９年４月９日まで（３年間） 

 

３ 身  分  四万十市非常勤特別職員 

 

４ 職務内容   

 (1) 農地法等に基づく業務 

   ・農業委員会の会議（総会：毎月開催）における農地の権利移動や転用に係る審議

及び審議に係る現地調査 

 (2) 農地等の利用の最適化の推進に関する業務 

   ・地域計画の策定に向けた推進活動 

   ・担い手への農地利用の集積・集約化 

   ・遊休農地の発生防止・解消 

   ・新規参入の促進 

   ・農地中間管理機構との連携活動 

 

５ 委員報酬   

   四万十市非常勤特別職員の報酬及び費用弁償支給条例に基づき、報酬及び費用弁償 

を支給します。 

(1) 基本給 

会長 月額 40,000円 

副会長 月額 30,000円 

委員 月額 28,000円 

(2) 能率給 

農地利用の最適化に係る活動の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で規則

で定めた額（活動月数に応じて上限年額 72,000円）を支給します。 

 

６ 推薦を受ける者又は応募する者の資格 

    農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業 

委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者。ただし、 



次のいずれかに該当する者は除きます。 

(1) 破産手続開始決定を受けて復権を得ない者 

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな 

  くなるまでの者 

(3) 法令等により農業委員会委員と兼職ができない者 

 

７ 推薦及び応募に係る手続等 

    所定の様式に必要事項を記入の上、添付書類を添えて郵送または持参により、四万 

十市農林水産課農地管理係又は四万十市産業建設課産業振興係へ提出してください。 

 なお、提出いただいた書類につきましては、返却できませんのでご了承ください。 

(1) 提出書類 

 ア 農業者等の個人が推薦する場合   様式第１号 

イ 法人又は団体が推薦する場合    様式第２号 

ウ 自ら応募する方法         様式第３号 

 

※ 様式第１号～３号につきましては、四万十市農林水産課農地管理係及び四万十市産業

建設課産業振興係の窓口に設置しています。また、四万十市ホームページからもダウ

ンロードできます。 

 

 (2) 添付書類 

    推薦を受ける者又は応募する者の氏名、住所を明らかにする書類(写しも可) 

 

８ 留意事項 

  農地利用最適化推進委員と重複して推薦又は応募することができますが、農業委員と 

 推進委員を兼ねることはできません。 

 

９ 受付期間 

   令和５年８月１日(火)から令和５年９月 25日(月)まで（必着） 

※持参される場合は、市役所開庁日の午前 8時 30分から午後 5時 15分までに提出して 

下さい。申込み状況によって、書類の提出期間は延長する場合があります。この場合 

受付期間終了日以降に四万十市ホームページ等により公表します。 

 

10 選考について   

提出された書類をもとに選考します。その後、市議会の同意を得て、市長が任命し 

  ます。 

 ※選考にあたっては、次の条件があります。 



 ・認定農業者（認定農業者等に準ずる者含む）が農業委員の過半を占めること。 

 ・農業委員会の所掌する事務について利害関係のない者(中立者)を含めること。 

 ・委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮すること。 

  ※認定農業者等に準ずる者とは、認定農業者の OB、認定農業者の農業に従事・経営 

   参画する親族、認定新規就農者、集落営農組織の役員、国・地方の計画（人・農 

   地プラン等）に位置付けられた農業者、指導農業士、基本構想水準達成者等となり 

   ます。 

 

11 推薦及び応募に係る書類の提出先 

   四万十市農林水産課 農地管理係（農業委員会事務局） ℡0880-34-1521(直通) 

   〒787-8501 四万十市中村大橋通四丁目 10番地(市役所 5階) 

    

   四万十市産業建設課 産業振興係 ℡0880-52-1113(直通) 

〒787-1601 四万十市西土佐江川崎 2445-2 


